
宿泊施設バリアフリー化
促進に関する

アドバイザー派遣

支援メニュー例

バリアフリー化について専門アドバイザーが一緒に考え解決します！！

何から始めるべきかわからない…

→バリアフリー化の7ステップを
　ご案内します！

→支援補助金について
　ご案内します！

東京都内宿泊事業者対象

　東京都では、宿泊施設の新たなバリアフリー化への取組みとして、
高齢者や障害のある方など、あらゆる人が安全かつ快適に過ごしていただけるよう、
宿泊事業者に対して支援事業を実施しています。
　宿泊事業者がバリアフリー化に取組む際に必要となるソフト面、ハード面、経営面等に関する
アドバイザー派遣を実施いたします。皆様のお申込みをお待ちしております。

派遣料
無料

50事業者
程度

（定員になり次第）締め切ります

2021年5月14日（金）～2022年2月18日（金）
2021年5月17日（月）～2022年2月25日（金）

申込期間

派遣期間

派遣回数
最大5回
まで

改装費用の捻出に困っている…

バリアフリー客室への改修はどうすればよいのか…

→過去事例等をご案内します！

バリアフリー化のための備品購入は…

→備品専門アドバイザーがご提案します！

バリアフリー化支援補助金の申請は難しそう…

→アドバイザーが分かりやすくご案内します！

商品販売・情報発信はどうすれば良いのか…

→とうきょうユニバーサルデザインナビ等のご案内をします！
→事業者のご都合に合わせて
　派遣の時間調整をします！

本業が忙しすぎて時間がない…

●バリアフリー化のハード面（施設整
備・客室整備・備品購入等）及びソ
フト面（従業員研修等）からの助言
●バリアフリー化実施後の経営面から
の助言
●バリアフリー情報の発信の仕方及び
宿泊施設バリアフリー化支援補助金
利用の助言

※申請時に必要な設計図面等の作成について
は、当該支援の対象外となります。

脱着式備品を設置したバスルーム

シャワーチェア（入浴用イス）、バスボード、すべり止めマット



□ 東京都ホームページ

□ 本チラシ

□ WEB検索

□ 商工会や観光協会からの
　お知らせ

□ セミナーで知った

□ 関係者からの紹介

□ その他
　 （　　　　　　　　　   ）

お申込みの
きっかけ

申　込　書

社　名

第１希望：（　　　）月 (　　　) 日　　希望時間帯：（　　　）時 ～（　　　）時の間

第２希望：（　　　）月 (　　　) 日　　希望時間帯：（　　　）時 ～（　　　）時の間

第３希望：（　　　）月 (　　　) 日　　希望時間帯：（　　　）時 ～（　　　）時の間

□ ホテル　□ 旅館　□ 民宿　□ ペンション
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）

（法人名／会社名）

T E L：

F A X：

メール：

希望アドバイス（□にレ点を付けてください）（複数可）
□ 施設整備（出入口、廊下、階段、エレベーター、共同トイレ、他）
□ 客室整備（一般客室の便所・浴室・出入口、車椅子使用者客室、他）
□ 備品購入（ノックセンサー、フラッシュライト、スロープ、車椅子、他）
□ 実施設計
□ コンサルティング

（自由記入欄：出来るだけ詳しくお書きください）

担当者名

施設名

連絡先
部　署
・
役　職

相談希望
事項

希望日時

2021年5月17日（月）～ 2022年2月25日（金）

東京都内宿泊事業者

無料

最大5回

又は必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申込みください。
メール：barrier-free@makesweb.com  FAX：03－5539－5250

専用申込URL：https://questant.jp/q/2021bfadviser

問い合わせ先：東京都宿泊施設バリアフリー化促進事務局  株式会社JTB 東京交流創造事業室内
〒100-0004　東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1階　TEL：03－5539－5248　FAX：03－5539－5250

E-mail：barrier-free@makesweb.com　営業時間：平日10:00～17:00  土日祝日休
事業名「東京都産業労働局・宿泊施設バリアフリー化促進事業実施に係る企画運営業務委託」　事業受託者：株式会社JTB

支援対象事業者について

ａ 支援対象事業者数：50事業者程度
・アドバイザー派遣を希望する宿泊施設を募集し、支援対象とする宿泊
施設を都と協議の上決定します。

ｂ 支援対象事業者の要件は以下の通りです。
ａ）宿泊施設を運営していること
東京都内において旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項
の許可を受けて、同法第２条第２項及び第３項の営業を行っている
施設であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第６項に掲げる「店舗
型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。

ｂ）アドバイザーの助言を受けた後、これを活かして具体的な取組を実
践し、バリアフリー化及び、アクセシブル・ツーリズムの充実に
向け障害者等を受入れる環境整備を進めていく意欲があること。

ｃ）過去５か年間に重大な法令違反がないこと。
ｄ）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。
ｅ）事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員
が暴力団等（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号）
第２条第２項に規定する暴力団並びに同条第３号に規定する暴力
団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する
ものでないこと。

ｆ）都道府県税、消費税及び地方消費税の額に滞納がないこと。
ｇ）公序良俗に反する事業を行っていないこと。
ｈ）青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと。
ｉ）支援対象事業者は、東京都内に所在する施設とする。

派遣可能期間

派遣対象

派遣料

派遣可能回数


